
 

 

個人情報ファイル簿（単票）      【税務課・市民税係】 

個人情報ファイルの名称 ＭＩＳＡＬＩＯ さぬき市総合住民情報ソリューション 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市・県民税課税のため 

記録項目 

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5世帯構成 

6世帯主からみた続柄、7個人番号、8課税情報 

9勤務先、10口座情報、11支援措置 

記録範囲 市・県民税の課税対象者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、給与支払者、他市区町村、税務署 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 税務署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）      【税務課・市民税係】 

個人情報ファイルの名称 Ｆ＠ＩＮＴＡＸ 住民税申告支援システム 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市・県民税課税のため 

記録項目 

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5世帯構成 

6世帯主からみた続柄、7個人番号、8電話番号 

9課税情報、10勤務先、11口座情報、12支援措置 

記録範囲 市・県民税の課税対象者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、給与支払者、他市区町村、税務署 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 税務署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）    【税務課・固定資産税係】 

個人情報ファイルの名称 
ＭＩＳＡＬＩＯ さぬき市総合住民情報ソリューション（固

定資産［土地・家屋］） 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税課税（土地・家屋）のため 

記録項目 

1 氏名、2 住所、3 生年月日、4 性別、5 年齢、6 本籍、          

7電話番号、8個人番号、9課税情報、10口座情報、11家族状

況、12親族・続柄、13婚姻歴 

記録範囲 固定資産税（土地・家屋）の課税対象者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、他市区町村、税務署、法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 

税務署、市民課、生活環境課、福祉総務課、下水道課、       

都市整備課、農林水産課、農業委員会、財産活用課、土地改

良区 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）    【税務課・固定資産税係】 

個人情報ファイルの名称 
ＭＩＳＡＬＩＯ さぬき市総合住民情報ソリューション（固

定資産［償却資産］） 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税課税（償却資産）のため 

記録項目 
1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5年齢、6電話番号、 

7個人番号、8課税情報、9口座情報 

記録範囲 固定資産税（償却資産）の課税対象者 

記録情報の収集方法 本人、代理人（税理士等） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）    【税務課・固定資産税係】 

個人情報ファイルの名称 ＨＹＯＣＡ－Ｚ 家屋評価計算システム 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税課税（家屋）のため 

記録項目 1氏名、2住所、3評価家屋情報 

記録範囲 固定資産税（家屋）の課税対象者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、法務局 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）    【税務課・軽自動車税係】 

個人情報ファイルの名称 ＭＩＳＡＬＩＯ さぬき市総合住民情報ソリューション 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税課税のため 

記録項目 
1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5年齢、6個人番号、 

7課税情報、8口座情報 

記録範囲 軽自動車税の課税対象者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、香川県軽自動車協会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 福祉総務課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）        【税務課・軽自動車税係】 

個人情報ファイルの名称 軽ＪＮＫＳ 軽自動車税納付確認システム 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税課税のため 

記録項目 1車両情報、2課税情報 

記録範囲 軽自動車税の課税対象者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、香川県軽自動車協会 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 地方税共同機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）  【税務課・国民健康保険税係】 

個人情報ファイルの名称 ＭＩＳＡＬＩＯ さぬき市総合住民情報ソリューション 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険税課税のため 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5識別番号、6続柄、 

7 世帯主、8 所得・収入、9 資産状況、10 口座番号、11 支援

措置 

記録範囲 国民健康保険加入者 

記録情報の収集方法 
本人又は本人の代理人による申告及び申請、他自治体への照

会回答 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）      【税務課・収納係】 

個人情報ファイルの名称 
ＭＩＳＡＬＩＯ さぬき市総合住民情報ソリューション（収

納） 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市税の収納を行うため 

記録項目 

1氏名、2住所、3生年月日、4本籍、5電話番号、6続柄、 

7家族状況、8所得・収入、9課税・納税状況、10資産状況、

11公的扶助、12口座番号 

記録範囲 さぬき市税課税対象者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、事業所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 市長部局 教育委員会 他市区町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）      【税務課・収納係】 

個人情報ファイルの名称 口座振替依頼一覧 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市税の収納を行うため 

記録項目 
1氏名、2住所、3課税状況、4金融機関名、5店舗名、 

6口座番号 

記録範囲 さぬき市税課税対象者（口座振替依頼書を提出した者） 

記録情報の収集方法 本人、代理人、事業所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）      【税務課・収納係】 

個人情報ファイルの名称 口座振替依頼書綴 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市税の収納を行うため 

記録項目 

1氏名、2住所、3生年月日、4電話番号、5続柄、 

6課税状況、7金融機関名、8店舗名、9預貯金種類、 

10口座番号 

記録範囲 さぬき市税課税対象者（口座振替依頼書を提出した者） 

記録情報の収集方法 本人、代理人、事業所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）      【税務課・収納係】 

個人情報ファイルの名称 実還付管理表 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 市税の還付管理を行うため 

記録項目 
1氏名、2税額・督促手数料・延滞金・加算金、3決議日 

4返送日、5実還付日 

記録範囲 さぬき市税課税対象者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、事業所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



 

 

個人情報ファイル簿（単票）      【税務課・収納係】 

個人情報ファイルの名称 
ＭＩＳＡＬＩＯ さぬき市総合住民情報ソリューション（滞

納処分） 

行政機関等の名称 さぬき市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
市民部税務課 

個人情報ファイルの利用目的 
市税及び国民健康保険税の未納者に対する滞納処分を行う

ため 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5所得・収入、 

6電話番号、7本籍、8続柄、9家族状況、10課税・納税状況、 

11資産状況、12公的扶助、13口座番号 

記録範囲 さぬき市税未納者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、他市区町村、金融機関、事業所 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 市長部局 教育委員会 他市区町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）さぬき市総務部総務課 

（所在地）〒769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第２１条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 


